
北斗市告示第２６号

令和　７年　３月２１日

北斗市 本町２丁目 地内

から 令和　７年１０月３０日 まで

こと。

令和　７年　３月３１日　　午後５時００分まで

(電話番号 0138-73-3111 内線 254)

令和　７年　３月３１日　　までに書面により申し出ることができる。

令和　７年　４月　９日（水） 午前９時３０分

(電話番号 0138-73-3111 内線 254)

②工事費内訳書

工 事 実 績

　　　特定建設共同企業体による事後審査型一般競争入札の実施について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項及び北斗市契約事務規則（平成１８年
北斗市規則第４１号）第２条の規定により特定建設共同企業体による事後審査型一般競争入札を実
施するので、次のとおり公告する。

工 事 名

工 事 内 容

空調設備設置工事

設置対象室２４室　屋内機設置台数２６台

大野小学校空調設備設置工事(繰越明許)

施 工 場 所

予 定 工 期 契約を締結した日

予 定 価 格
７８,８８１,０００ 円

（消費税相当額及び地方消費税相当額を含んだ額）

最 低 制 限 価 格 あ り

参 加 資 格 に
関 す る 事 項

業 種 機械設備工事一式

共同企業体の種類 特定建設工事共同企業体

構 成 員 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の代表者を含む構成

員の数は、２者とする。また、構成員は北斗市格付でＡ～Ｃランクの者とする。

(令和5・6年度北斗
市入札参加資格者
名簿における事項)

構 成 要 件 格付Ａを代表者とし、一方の相手方を格付Ｂ又はＣとする。

形　　　態 共同企業体の形態は、構成員が共同して工事を行う方式とする。

出 資 比 率 全ての構成員が30％以上の出資であり、代表者の出資比率は構成員中最大である

北斗市告示第30号(平成25年4月1日)
1入札参加資格　(4)に定める「7割程度の工事実績の」を削除し過去の工事規模要件は問わない

入札参加申請の
期間及び提出先

期 限

場 所 北斗市役所　建設部　都市住宅課　　

契 約 条 項 を
示 す 場 所

北斗市役所　建設部　都市住宅課　　

設 計 図 書 等 の
閲覧期間、場所

期 間 本告示日から 令和 ７ 年 ４ 月 ８ 日 まで

場 所 北斗市役所　建設部　都市住宅課　　

７ 年 ４ 月 ４ 日以降建設部都市住宅課において供覧する。

入 札 の 日 時
及 び 場 所

日 時

場 所 北斗市役所１階　大会議室

郵便又は電報による入札 認めない。

設 計 図 書 等 に
対 す る 質 問 回答は 令和

入 札 保 証 金 免除する。

入 札 参 加 資 格
確 認 書 類 期 限
及 び 提 出 先

期 限 令和 ７

場 所 北斗市役所　建設部　都市住宅課　　

年 ４

入札参加資格の
確認結果通知等

　落札候補者を落札者と認めた場合は文書により通知するとともに、入札者へ結果を通知する。
認められない場合には、その理由を求める書面を提出する期日及び場所を記載した文書により通
知する。

月 １４ 日 (月) 午後 ５

部 分 払 有
契約締結時に中間前金払いと部分払いのいずれかを選択

③その他

　本事後審査型一般競争入札に付する各工事に共通する資格及び事項につ
いては、一般競争入札に係る共通公告（平成25年北斗市告示第30号）並び
に事後審査型一般競争入札についてのとおりとする。

時 ００ 分 まで

提出すること（入札時に入札書と工事費内訳書の左上をﾎﾁｷｽ止めの上、同
一封筒に入れて提出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北斗市長　池　田　達　雄

中間前金払

　共同企業体を結成するものは、北斗市建設工事共同企業体運用基準及び
関係法令等を承知すること。

支 払 条 件 前 払 金 有 有

その他

①契約保証金 有


